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e4uフランチャイズグループ
～ マイナンバーセミナー ～



マイナンバー制度とは？
①住民票を有する全員に「1 人 1 番号」「生涯不変」の
マイナンバー（個人番号）を割り当てて、
②個人情報を「キー」として、複数の機関が管理してい
る個人情報が同一人の情報であることの確認を行えるよ
うにするインフラ

社会
保障 税 災害
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マイナンバー（個人番号）
国民一人ひとりが持つ１２桁の番号のことです。 

機 能

① マイナンバー（個人番号）を「キー」とすることで、
② 各種の個人情報（氏名、住所、給与に関する情報、
健康保険に関する情報、年金に関する情報、雇用保
険に関する情報など）を紐づけし、
③各種の個人情報の管理と検索･抽出や集積がしや
くすなる。
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マイナンバー制度が実現しようと
しているもの

3ＰMatsumoto Tax Accountant Office



平成２７年１０月以降住民票の住所に、マイナンバーの
「通知カード」と「個人番号カード交付申請書」が
郵送されます。

マイナンバーの通知

通知カード（※添付のカードは現在の案です。）
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通知カードと個人番号カード
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ロードマップ
２０１５年

（平成２７年）
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番
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通
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険
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係
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書
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へ
の
番
号
の
記
載
開
始

２０１6 年
（平成２8 年）

２０１7 年
（平成２9 年）

２０１8 年
（平成 30 年）
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ナ
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運
用
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供
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係
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定
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へ
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社
会
保
険
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係
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届
出
書
等
へ
の
番
号
の
記
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開
始

︵
健
康
保
険
・
年
金
保
険
︶

※2016 年１月より前でも、個人番号関係事務の準備のため従業員
などからあらかじめ個人番号を収集することはできる。
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マイナンバーのポイント
①マイナンバーはデータマッチングの「キー」と
して機能する。
②マイナンバーは、原則一生変更されない
③マイナンバーは「個人情報」。
④マイナンバーは、他の個人情報とは異なり、マ
イナンバー法によって、その取扱いに関して特例
的な規制が定められている。
⑤マイナンバー法は、個人番号を扱う全事業者に
適用される。

7ＰMatsumoto Tax Accountant Office



マイナンバーを規制する理由
なぜ 12 桁の数字の取扱を規制するのか？
①マイナンバーはデータマッチングの「キー」として機
能する。＝各種の個人情報を紐づけし、検索・抽出や集積
がしやすくなる。
→あらゆる個人情報と紐づけされ悪用されてしまうと。
マイナンバーによって大量の個人情報が検索・集積され、
プライバシー等個人の権利利益が侵害されてしまう危険

②マイナンバーは、原則として一生変更されない。
→多くの情報と紐づけられ、紐づけの解消も容易でない。
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1）利用範囲の限定

2）取扱の原則禁止

3）取得の際の規制

4）マイナンバーに関し安全管理措置を講ずる義務

マイナンバーの規制
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利用範囲の限定
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取扱の原則禁止
マイナンバーは、法令が限定的に明記した場合に限
り、取扱（取得・利用・保存・提供）が認めれられる。

従業員の退職や従業員の扶養親族が亡くなるなど
の諸事情により、従業員や扶養家族のマイナンバー
を扱う事務を処理する必要がなくなった場合には、
マイナンバーを速やかに破棄または削除しなければ
ならない。
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取得の際の規制
①従業員からマイナンバーの提供を受けるときに「本
人確認の措置（マイナンバー確認 + 身元確認）」を
とらなければならない。

②マイナンバーの取得にあたり「利用目的」の通知・
公表・明示等が求められる。

※本人と雇用関係にある場合の身元確認は省略できる。
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安全管理措置を講ずる義務
マイナンバーの漏洩、減失又は毀損の防止その他の
マイナンバーの「適切な管理のために必要な措置を
講じなければならない」

安全管理措置の例
◎マイナンバーの取扱（取得・利用・保存・提供・削除 / 廃棄）
　の担当者を明確にする。
◎マイナンバーの取扱についての責任者を定める。
◎マイナンバーの取扱状況のわかる記録を保存する。
◎マイナンバーの紛失・盗難・誤配やのぞき見などを防ぐ方策
　を講ずる。
◎処理する必要がなくなったマイナンバーは確実に削除・廃棄し、
　その記録を残す。

13ＰMatsumoto Tax Accountant Office



マイナンバー法の規制に違反した場合
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yasaka
テキスト ボックス
その他詳しいご説明・ご相談をご希望の方はこちらまで

http://www.deri-tax.com/
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